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問問い合わせ先　☎　電話番号

税
金
・
保
険
・
年
金

11
月
・12
月
は
市
税
徴
収
強
化

月
間
で
す

問
納
税
課

☎  

（
８
７
6
）1
２
７
１

市
で
は
、11
月
と
12
月
を「
市
税

徴
収
強
化
月
間
」と
し
、滞
納
者
に

対
し
て
沖
縄
県
と
共
に
市
税
の
徴

収
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

市
税
は
住
み
良
い
浦
添
市
を
つ

く
る
た
め
の
貴
重
な
財
源
で
す
。市

税
の
納
め
忘
れ
が
な
い
か
、ご
確
認

く
だ
さ
い
。

■
市
税
を
滞
納
す
る
と
…

①
延
滞
金・督
促
状

法
律
の
定
め
に
よ
り
督
促
状
を
送

付
し
ま
す
。ま
た
、延
滞
金
が
加
算
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。督
促
状
の
送

付
以
降
は
、督
促
手
数
料
１
０
０
円
と

延
滞
金
を
本
税
と
合
わ
せ
て
納
め
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

②
納
付
の
呼
び
か
け

う
っ
か
り
忘
れ
や
、何
ら
か
の
事

情
に
よ
り
納
付
で
き
な
か
っ
た
場

合
を
考
慮
し
、文
書
・
電
話
な
ど
に

よ
る
自
主
納
付
の
呼
び
か
け
を
行

い
ま
す
。

③
財
産
調
査

金
融
機
関
・
勤
務
先
・
取
引
先
な

ど
に
対
し
て
、照
会
・
調
査
を
実
施

し
ま
す
。

④
滞
納
処
分
の
実
施

納
税
の
呼
び
か
け
に
も
か
か
わ

ら
ず
、納
付
や
相
談
が
な
い
場
合
は
、

地
方
税
法
・
国
税
徴
収
法
の
規
定
に

よ
り
、滞
納
処
分
を
実
施
し
ま
す
。

■
差
し
押
さ
え

土
地
、建
物
、預
貯
金
、給
与
、生

命
保
険
、自
動
車
、動
産
な
ど
の
差

し
押
さ
え
を
実
施
し
ま
す
。

※
差
し
押
さ
え
に
伴
い
、自
動
車
等
の

ミ
ラ
ー
ズ
ロ
ッ
ク
や
タ
イ
ヤ
ロ
ッ
ク

を
実
施
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■
換
価・充
当

差
し
押
さ
え
財
産
の
公
売
、差
し

押
さ
え
た
債
権
の
現
金
化
を
行
い
、

滞
納
税
に
充
当
し
ま
す
。滞
納
処
分

は
、滞
納
税
が
な
く
な
る
ま
で
行
わ

れ
ま
す
。

■
事
情
が
あ
る
場
合
は
相
談
を

病
気
や
災
害
、事
業
の
休
廃
業
や

失
業
に
よ
る
収
入
減
少
の
影
響
な
ど
、

や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
期
限
内

の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、納
税
の

猶
予
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。お
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
市
税
の
納
付
に
は
便
利
な
口
座
振

替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

一
度
手
続
き
す
る
と
、毎
年
自
動

的
に
口
座
か
ら
引
き
落
と
し
さ
れ

ま
す
。（
口
座
解
約
な
ど
を
除
く
）

①
W
e
b
口
座
振
替
受
け
付
け

「
納
税
通
知
書
等
」「
預
金
通
帳
」

を
準
備
の
上
、二
次
元
コ
ー
ド
か
ら

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▲Web口座
　振替受け付け

②
金
融
機
関
で
の
申
し
込
み

「
預
貯
金
通
帳
」「
通
帳
届
出
印
」

「
納
税
通
知
書
」を
準
備
の
上
、口
座

振
替
を
す
る
金
融
機
関
で
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

ハ
イ
サ
イ
歯
科
健
診

問
沖
縄
県
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合（
事
業
課
）

☎
（
9
6
3
）8
0
1
3

高
齢
者
の
口
腔
の
健
康
を
維
持

し
、健
康
寿
命
を
延
ば
す
こ
と
を
目

的
に
、歯
科
健
診
を
実
施
し
て
い
ま

す
。受
診
券
が
届
い
た
人
は
、記
載

さ
れ
た
歯
科
医
院
に
電
話
予
約
の

上
、受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

受
診
期
間

９
月
１
日（
金
）～
令
和

６
年
１
月
31
日（
水
）ま
で

対
象
者

浦
添
市
在
住
の
人
で
、令

和
５
年
４
月
１
日
時
点
で
75
歳
か

ら
79
歳
ま
で
の
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
被
保
険
者（
た
だ
し
、要
介
護

１
か
ら
５
の
人
、介
護
施
設
等
に
入

所
中
の
人
、長
期
入
院
者
を
除
く
）

費
用

無
料（
受
診
期
間
内
１
回
限

り
）

午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

申
請
方
法

教
育
総
務
課
に
直
接
持

参※
募
集
要
項
は
、市
役
所
７
階
教
育

総
務
課
窓
口
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▲詳しくは
　こちら

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

ワ
カ
リ
ジ
ー
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ

問
文
化
財
課

☎  （
8
7
6
）１
２
９
５

11
月
３
日
の
文
化
の
日
に
あ
わ

せ
て
、浦
添
城
跡
内
最
標
高
１
４
８

ｍ
に
位
置
す
る
大
岩「
ワ
カ
リ
ジ
ー
」

を
、浦
添
市
の
発
展
・
繁
栄
・
安
泰
の

願
い
を
込
め
て
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
し
ま

す
。近
隣
の
市
町
村
か
ら
も
見
え
る

の
で
、ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

日
時

11
月
3
日（
金
）～
5
日（
日
）

午
後
６
時
〜
10
時

午
後
６
時
～
10
時　
　

▲ライトアップの様子

（
音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
後
に
②
→
②
を

押
し
て
く
だ
さ
い
）に
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

暮
ら
し
・
環
境
・
福
祉

沖
縄
盲
学
校
高
等
部
入
試
説
明

会問
沖
縄
盲
学
校
高
等
部
入
試
係

☎
（
8
８
９
）５
３
７
５

沖
縄
盲
学
校
で
は
、高
等
部
の
普

通
科（
普
通
高
校
に
準
ず
る
課
程
）、

専
攻
科（
①
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指

圧
②
は
り
③
き
ゅ
う
の
職
業
教
育
の

た
め
の
課
程
）の
入
学
説
明
会
を
実

施
し
ま
す
。

※
視
覚
に
障
害
を
お
持
ち
の
人
が
対

象
で
す
。

日
時

12
月
７
日（
木
）午
後
２
時
30

分
～
３
時
30
分

場
所

沖
縄
盲
学
校
４
階
会
議
室

（
南
風
原
町
兼
城
４
７
３
）

子
育
て
・
教
育

令
和
６
年
度
浦
添
市
育
英
会

給
付
奨
学
生
募
集

問
浦
添
市
育
英
会（
教
育
総
務
課

内
）

☎
（
8
7
6
）1
2
2
9

令
和
６
年
度
浦
添
市
育
英
会
給

付
奨
学
生
を
募
集
し
ま
す
。応
募
資

格
・
内
容
な
ど
、詳
し
く
は
募
集
要

項
や
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

受
付
期
間

11
月
1
日（
水
）～
30

日（
木
）午
前
９
時
～
午
後
５
時（
正

「
国
民
健
康
保
険
税
」お
よ
び

「
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
」

第
5
期
納
期
限

問
国
民
健
康
保
険
課
徴
収
係

☎
内
線
3
7
1
7
〜
3
7
2
2

令
和
5
年
度
「
国
民
健
康
保
険

税
」お
よ
び「
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
」第
5
期
納
期
限
は
11
月
30
日

（
木
）で
す
。納
め
忘
れ
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

11
月
は「
ね
ん
き
ん
月
間
」で
す

問
市
民
課
国
民
年
金
係

☎  

（
8
7
6
）1
２
８
４

毎
年
11
月
は「
ね
ん
き
ん
月
間
」、11

月
30
日
は「
年
金
の
日
」で
す
。こ
の
機

会
に
、将
来
の
生
活
設
計
な
ど
を
考
え

て
み
ま
せ
ん
か
。

「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」と
は

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
か
ら
、自

身
の
年
金
の
情
報
を
手
軽
に
確
認

で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。日
本
年
金

機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内「
ね
ん
き
ん

ネ
ッ
ト
」で
利
用
登
録
が
必
要
で

す
。ま
た
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

持
っ
て
い
る
人
は
、マ
イ
ナ
ポ
ー
タ

ル
か
ら
も
利
用
で
き
ま
す
。

「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」で
で
き
る
こ
と

①
自
身
の
年
金
記
録
の
確
認

②
将
来
の
年
金
見
込
額
の
試
算

③
電
子
版「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」の

閲
覧

④
日
本
年
金
機
構
か
ら
郵
送
さ
れ

る
各
種
通
知
書
の
確
認
や
再
交
付

申
請
な
ど

窓
口
で
年
金
加
入
状
況
や
納
付
状

況
等
の
年
金
記
録
の
交
付
を
希
望
す

る
人
は
、市
役
所
窓
口
ま
た
は
浦
添

年
金
事
務
所
☎（
8
7
7
）0
3
4
3

浦添市役所（代）☎（876）1234

１１月は
児童虐待防止推進月間です

　市では虐待相談件数が、令和4年度は51件、そのうち心理的虐待
26件、身体的虐待15件、ネグレクト8件、性的虐待2件となっていま
す。年齢別では未就学児23人、小学生20人、中学生7人、高校生1人
です。

■浦添市の状況

　連絡は、直接虐待をしているところを目撃していない場合でもで
きます。おかしいなと感じたら相談・連絡してください。連絡した人の
秘密は守られます。間違っていたからといって責められたり、罰を受
けることはありません。

■虐待かも・・・と思ったらすぐにお電話ください

・浦添市 家庭児童相談室 ☎（８７6）1707
・沖縄県中央児童相談所 ☎（８８６）２９００/ホットライン☎１８９
・浦添警察署 ☎（８７５）０１１０ ※緊急性を感じたら☎１１０番

 浦添市では11月の児童虐待防止推進月
間を、オレンジリボンキャンペーンとして、
さまざまな取り組みを行います。

オレンジリボンキャンペーン

■児童虐待防止パネル展
【日時】11月1日（水）～11月30日（木）
【場所】市役所１階 市民ロビー
「女性に対する暴力をなくす運動パネル展」と合同で開催。

■オレンジリボンキャンペーンPR

■児童虐待防止推進月間啓発イベント
　「第２回オレンジリボンたすきリレー沖縄2023」

推進月間中に、オレンジリボンキャンペーンステッカーを
貼った公用車が走ります。

子ども虐待防止の象徴でもある「オレンジリボン」をたすき
に見立て、市内外をリレーします。
【日時】11月11日（土）午前9時30分～午後2時
【場所】児童虐待防止特別コース（全長約30Km）

「親子のための相談LINE こども家庭庁」

子育てについて悩んだときは
LINEのチャットでも
相談できます。

　市では、11月を介護予防月間として、さま
ざまな介護予防普及啓発イベントを実施し
ます。健康で長生きするためには、元気なう
ちから介護予防に取り組むことが大切です。
この機会に介護予防を始めましょう。

いきいき高齢支援課
☎（876）1292

問い合わせ

介護予防月間2023

浦添市にお住まいの
おおむね65歳以上の人

11月は介護予防月間です。

※各会場定員に達し次第、
　受け付けを終了します。

問介護保険料係 ☎（876）1291
元
気
な

う
ち
か
ら

取
り
組
も
う
！

■対象者

参加費無料！
事前に申し込みください

イベント内容 日時 定員 問い合わせ

ピラティス体操
合同研修会

11月14日（火）～
11月22日 (水) 

11月13日（月）
午後２時～3時30分

いきいき
高齢支援課
予防支援係
☎（876）1292

40人

11月14日（火）
午後2時～3時30分 40人

場所

保健相談
センター
２階

市役所１階
正面玄関横

11月11日は介護の日です。
　介護についての理解や、介護サービス利用者とその家族、介護従事者を支援
し、地域社会の支え合いや交流促進を目的に、地域密着型サービス事業所の活
動紹介パネル展示および利用者が作成した作品を展示します。

期間　11月７日（火）～10日（金）
場所　市役所１階 正面玄関横

介護予防月間
パネル展

▲滞納処分でミラーズロックをされた車




